
箕
面
市
地
域
防
犯
カ
メ
ラ
設
置
補
助
金
交
付
要
綱

（
制
定

平
成
二
十
五
年
十
一
月
十
五
日
箕
面
市
訓
令
第
七
十
九
号
）

改
正

平
成
二
十
七
年
九
月
八
日
箕
面
市
訓
令
第
五
十
四
号

改
正

平
成
二
十
八
年
八
月
十
五
日
箕
面
市
訓
令
第
四
十
号

改
正

平
成
二
十
九
年
三
月
二
十
八
日
箕
面
市
訓
令
第
十
号

改
正

令
和
五
年
三
月
三
十
日
箕
面
市
訓
令
第
二
十
三
号

改
正

令
和
七
年
三
月
十
二
日
箕
面
市
訓
令
第
九
号

（
趣
旨
）

第
一
条

市
民
の
安
全
で
安
心
な
暮
ら
し
の
実
現
に
向
け
、
自
治
会
に
よ
る
自
発
的
な

防
犯
活
動
を
支
援
す
る
た
め
、
屋
外
の
公
共
空
間
で
発
生
す
る
街
頭
犯
罪
の
抑
止
を

図
る
た
め
に
防
犯
カ
メ
ラ
を
設
置
す
る
事
業
に
対
す
る
箕
面
市
地
域
防
犯
カ
メ
ラ
設

置
補
助
金
（
以
下
本
則
に
お
い
て
「
補
助
金
」
と
い
う
。
）
の
交
付
に
つ
い
て
は
、
箕

面
市
補
助
金
交
付
規
則
（
昭
和
四
十
六
年
箕
面
市
規
則
第
二
号
。
以
下
本
則
に
お
い

て
「
規
則
」
と
い
う
。
）
に
定
め
る
も
の
の
ほ
か
、
こ
の
要
綱
の
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ

る
。

（
定
義
）

第
二
条

こ
の
要
綱
に
お
い
て
次
の
各
号
に
掲
げ
る
用
語
の
意
義
は
、
当
該
各
号
に
定

め
る
と
こ
ろ
に
よ
る
。

一

防
犯
カ
メ
ラ

街
頭
犯
罪
の
抑
止
を
図
る
た
め
に
継
続
的
に
設
置
さ
れ
る
画
像

撮
影
装
置
で
Ｓ
Ｄ
カ
ー
ド
、
コ
ン
パ
ク
ト
フ
ラ
ッ
シ
ュ
等
記
録
媒
体
に
よ
り
画
像

を
記
録
す
る
機
能
を
有
し
、
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
に
よ
り
モ
ニ
タ
ー
監
視
を
し
な
い
カ

メ
ラ
を
い
う
。

二

街
頭
犯
罪

主
に
街
頭
に
お
い
て
発
生
す
る
犯
罪
を
い
う
。

（
補
助
事
業
及
び
補
助
対
象
者
）

第
三
条

補
助
金
の
交
付
の
対
象
と
な
る
事
業
（
以
下
「
補
助
事
業
」
と
い
う
。
）
は
、



市
内
の
自
治
会
に
よ
る
次
に
掲
げ
る
要
件
の
い
ず
れ
に
も
該
当
す
る
防
犯
カ
メ
ラ
の

設
置
と
す
る
。

一

街
頭
犯
罪
が
多
発
す
る
地
域
、
警
察
が
必
要
と
認
め
る
箇
所
又
は
街
頭
犯
罪
の

抑
止
に
効
果
が
あ
る
と
市
長
が
認
め
る
箇
所
に
防
犯
カ
メ
ラ
を
設
置
す
る
こ
と
。

二

防
犯
カ
メ
ラ
本
体
の
見
や
す
い
箇
所
に
、
明
瞭
に
判
読
で
き
、
か
つ
、
容
易
に

消
え
な
い
方
法
で
、
自
治
会
の
名
称
を
表
示
す
る
こ
と
。

三

防
犯
カ
メ
ラ
の
撮
影
範
囲
内
に
住
宅
そ
の
他
人
の
居
住
の
用
に
供
す
る
建
築
物

が
含
ま
れ
る
場
合
に
は
、
み
だ
り
に
人
の
容
貌
及
び
私
生
活
を
撮
影
す
る
こ
と
の

な
い
よ
う
配
慮
し
た
措
置
を
講
ず
る
こ
と
。

四

防
犯
カ
メ
ラ
の
円
滑
な
管
理
及
び
運
営
を
行
う
た
め
、
自
治
会
に
お
い
て
防
犯

カ
メ
ラ
の
管
理
及
び
運
営
に
関
す
る
規
程
を
策
定
す
る
こ
と
。

五

防
犯
カ
メ
ラ
は
、
継
続
し
て
三
年
以
上
設
置
す
る
こ
と
。

２

補
助
金
の
交
付
の
対
象
と
な
る
者
は
、
補
助
事
業
を
行
う
市
内
の
自
治
会
又
は
当

該
自
治
会
か
ら
防
犯
カ
メ
ラ
の
設
置
を
請
け
負
っ
た
事
業
者
（
以
下
「
設
置
事
業
者
」

と
い
う
。
）
と
す
る
。

（
補
助
対
象
経
費
）

第
四
条

補
助
金
の
交
付
の
対
象
と
な
る
経
費
（
以
下
「
補
助
対
象
経
費
」
と
い
う
。
）

は
、
次
に
掲
げ
る
防
犯
カ
メ
ラ
の
設
置
に
要
す
る
費
用
と
す
る
。

一

防
犯
カ
メ
ラ
の
購
入
費
用

二

専
用
ポ
ー
ル
の
設
置
工
事
費
用

三

ケ
ー
ブ
ル
の
設
置
工
事
費
用

四

前
三
号
に
掲
げ
る
も
の
の
ほ
か
、
市
長
が
補
助
対
象
経
費
と
し
て
適
当
で
あ
る

と
認
め
る
費
用

２

補
助
対
象
経
費
の
限
度
額
は
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
防
犯
カ
メ
ラ
の
通
信
方
式
の

区
分
に
応
じ
、
当
該
各
号
に
定
め
る
額
と
す
る
。



一

無
線
通
信
方
式

一
台
の
設
置
に
つ
き
四
十
万
五
千
円

二

有
線
通
信
方
式

一
台
の
設
置
に
つ
き
三
十
万
円

（
補
助
金
の
額
）

第
五
条

補
助
金
の
額
は
、
補
助
対
象
経
費
の
十
分
の
九
を
超
え
な
い
範
囲
で
市
長
が

定
め
る
額
と
す
る
。

（
補
助
金
の
交
付
申
請
）

第
六
条

補
助
金
の
交
付
を
受
け
よ
う
と
す
る
者
（
以
下
「
申
請
者
」
と
い
う
。
）
は
、

市
長
が
別
に
定
め
る
期
間
内
に
、
規
則
第
四
条
第
一
項
に
規
定
す
る
箕
面
市
補
助
金

交
付
申
請
書
に
、
次
に
掲
げ
る
書
類
を
添
え
て
市
長
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一

防
犯
カ
メ
ラ
を
設
置
す
る
箇
所
の
現
況
写
真
及
び
位
置
図
並
び
に
撮
影
範
囲
を

記
し
た
平
面
図

二

申
請
者
が
自
治
会
で
あ
る
場
合
は
、
防
犯
カ
メ
ラ
設
置
決
定
書
（
様
式
第
一
号
）

三

申
請
者
が
設
置
事
業
者
で
あ
る
場
合
は
、
防
犯
カ
メ
ラ
設
置
及
び
補
助
事
業
委

託
決
定
書
（
様
式
第
二
号
）

四

防
犯
カ
メ
ラ
の
購
入
等
に
係
る
見
積
明
細
書
の
写
し
及
び
カ
タ
ロ
グ

五

前
各
号
に
掲
げ
る
も
の
の
ほ
か
、
市
長
が
必
要
と
認
め
る
書
類

（
補
助
金
の
不
交
付
の
決
定
の
通
知
）

第
七
条

規
則
第
七
条
第
二
項
に
規
定
す
る
通
知
は
、
箕
面
市
地
域
防
犯
カ
メ
ラ
設
置

補
助
金
不
交
付
決
定
通
知
書
（
様
式
第
三
号
）
に
よ
る
も
の
と
す
る
。

（
実
績
報
告
）

第
八
条

規
則
第
七
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
補
助
金
の
交
付
の
決
定
を
受
け
た
者

（
以
下
「
補
助
事
業
者
」
と
い
う
。
）
は
、
補
助
事
業
の
完
了
後
、
速
や
か
に
規
則
第

十
二
条
に
規
定
す
る
箕
面
市
補
助
事
業
実
績
報
告
書
に
、
次
に
掲
げ
る
書
類
を
添
え

て
市
長
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一

防
犯
カ
メ
ラ
の
設
置
に
係
る
契
約
書
、
請
書
等



二

防
犯
カ
メ
ラ
の
設
置
に
係
る
位
置
図

三

防
犯
カ
メ
ラ
の
設
置
に
係
る
工
事
完
了
届
又
は
納
品
書

四

防
犯
カ
メ
ラ
の
設
置
後
の
現
況
写
真
及
び
防
犯
カ
メ
ラ
の
撮
影
状
況
を
示
す
写

真
五

道
路
の
占
用
許
可
書
又
は
使
用
許
可
書
の
写
し
（
道
路
上
に
防
犯
カ
メ
ラ
を
設

置
し
た
場
合
に
限
る
。
）

六

電
柱
の
所
有
者
又
は
管
理
者
か
ら
当
該
電
柱
の
共
架
が
認
め
ら
れ
た
こ
と
が
確

認
で
き
る
書
類
の
写
し
（
電
柱
に
防
犯
カ
メ
ラ
を
設
置
し
た
場
合
に
限
る
。
）

七

第
三
条
第
一
項
第
四
号
に
規
定
す
る
防
犯
カ
メ
ラ
の
管
理
及
び
運
営
に
関
す
る

規
程

八

前
各
号
に
掲
げ
る
も
の
の
ほ
か
、
市
長
が
必
要
と
認
め
る
書
類

（
請
求
書
の
提
出
）

第
九
条

規
則
第
十
三
条
の
規
定
に
よ
り
通
知
を
受
け
た
補
助
事
業
者
は
、
箕
面
市
地

域
防
犯
カ
メ
ラ
設
置
補
助
金
交
付
請
求
書
（
様
式
第
四
号
）
を
市
長
に
提
出
し
な
け

れ
ば
な
ら
な
い
。

（
補
助
金
の
返
還
等
）

第
十
条

市
長
は
、
規
則
第
十
三
条
に
規
定
す
る
箕
面
市
補
助
金
交
付
確
定
通
知
書
を

通
知
し
た
日
か
ら
起
算
し
て
三
年
以
内
に
自
治
会
が
防
犯
カ
メ
ラ
の
運
用
を
止
め
た

場
合
は
、
規
則
第
十
五
条
第
一
項
若
し
く
は
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
補
助
金
の
交
付

の
決
定
の
全
部
若
し
く
は
一
部
を
取
り
消
し
、
又
は
規
則
第
十
七
条
第
一
項
の
規
定

に
よ
り
既
に
交
付
し
た
補
助
金
の
返
還
を
命
ず
る
も
の
と
す
る
。
た
だ
し
、
そ
の
止

め
た
理
由
に
特
別
な
事
情
が
あ
る
と
認
め
ら
れ
る
と
き
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。

（
委
任
）

第
十
一
条

こ
の
要
綱
に
定
め
る
も
の
の
ほ
か
、
補
助
金
の
交
付
に
関
し
必
要
な
事
項

は
、
市
長
が
別
に
定
め
る
。



附

則

こ
の
要
綱
は
、
訓
令
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

附

則
（
平
成
二
十
七
年
訓
令
第
五
十
四
号
）

（
施
行
期
日
）

１

こ
の
要
綱
は
、
訓
令
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

（
経
過
措
置
）

２

改
正
前
の
箕
面
市
地
域
防
犯
カ
メ
ラ
設
置
補
助
金
交
付
要
綱
の
規
定
に
よ
り
補
助

金
の
交
付
を
受
け
て
設
置
し
た
防
犯
カ
メ
ラ
に
つ
い
て
、
改
正
前
の
第
三
条
各
号
に

掲
げ
る
規
定
は
、
当
該
防
犯
カ
メ
ラ
の
設
置
か
ら
六
年
経
過
す
る
ま
で
の
間
、
な
お

そ
の
効
力
を
有
す
る
。

附

則
（
平
成
二
十
八
年
訓
令
第
四
十
号
）

こ
の
要
綱
は
、
訓
令
の
日
か
ら
施
行
し
、
改
正
後
の
箕
面
市
地
域
防
犯
カ
メ
ラ
設

置
補
助
金
交
付
要
綱
の
規
定
は
、
平
成
二
十
七
年
十
一
月
十
九
日
以
後
に
交
付
の
申

請
が
あ
っ
た
補
助
金
に
つ
い
て
適
用
す
る
。

附

則
（
平
成
二
十
九
年
訓
令
第
十
号
）

こ
の
要
綱
は
、
平
成
二
十
九
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
し
、
改
正
後
の
箕
面
市
地
域

防
犯
カ
メ
ラ
設
置
補
助
金
交
付
要
綱
の
規
定
は
、
同
日
以
後
に
交
付
の
申
請
が
あ
っ

た
補
助
金
に
つ
い
て
適
用
す
る
。

附

則
（
令
和
五
年
訓
令
第
二
十
三
号
）

こ
の
要
綱
は
、
令
和
五
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
し
、
改
正
後
の
箕
面
市
地
域
防
犯
カ

メ
ラ
設
置
補
助
金
交
付
要
綱
の
規
定
は
、
同
日
以
後
に
交
付
の
申
請
が
あ
っ
た
補
助
金

に
つ
い
て
適
用
す
る
。

附

則
（
令
和
七
年
訓
令
第
九
号
）

こ
の
要
綱
は
、
令
和
七
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。


